
財政再建と信託制度の活用
名古屋学院大学大学院

経済学研究科講師畠山久志

1



財政の状況

大変厳しい

公債の累増

財政規律の
維持

財政の

健全化

2



求められる財政規律（高い公債依存度）
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財政の健全化

健全化

経済再生
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歳入改革
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歳入改革として国有財産の活用
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2018年度国の資産（B/S）
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国有財産の分類
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国有地の面積（876.5万㌶国土の4分の1）
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2019年6月14日財政制度等審議会答申
国有財産行政の今後の方向性
～最適利用に向けて～
今後の国有財産行政の方向性としては、将来性などの多面的な
視点から、個々の国有財産の状況を踏まえて、最も適切な手法
を選択し管理処分を進める。

⇒国有財産の「最適利用」を追求していくことが
求められる。
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最適利用とは
◎将来世代におけるニーズに対応するため有
用性が高く希少な土地は所有権を留保し、有
効活用を図る。
◎国として留保する必要がない土地は、売却
等（含信託など）により国の財政等に寄与を
図る。
◎管理処分等について、まちつくりの観点か
ら地域のニーズに配慮し、定期借地権制度を
利用した貸付を行う。
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国有地を信託している最近の例
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◎大手町2丁目
に所在する国有
財産の信託事例

大手町プレイス



大手町プレイス
（旧逓信総合博物館等跡地）

◎大手町二丁目地区
第一種市街地再開発事業

（敷地約19,900㎡）
2018年新設した超高層ツインビル
●ウエストタワー…地上35階、地下3
階、高さ約178m、延べ約20万2000㎡
●イーストタワー…地上32階、地下3
階、高さ約163m、延べ約15万2000㎡
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平成19年当時
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平成19年国有財産の有効活用に関する報告書
（要点）
〇霞が関は売却せず、
高層合同庁舎化
（1）内閣府を高層

合同庁舎化
（2）財務省を高層

合同庁舎化

〇大手町は処分(2.4万㎡）

（1）気象庁は虎ノ門へ
移転

（2）東京国税局は築地
へ移転
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財務省の取扱い
沿革
◎昭和９年建設開始、昭和18年
に完成

◎終戦後米軍に接収され、昭和
30年接収解除

◎解除後改修工事（外壁タイル
張）に着手し、昭和38年完成

◎平成19年高層合同庁舎化計画
◎事業仕分けにより高層化計画
中止

（平成27年から免震レトフィッ
ト工事を実施）

構造
●1943年建築
●鉄骨鉄筋コンクリート造
地上５階 地下１階

●建面積：11,968m²
延面積：56,305m²

●使用官署：財務省、国税庁
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外務省の取扱い
沿革
◎設計競技（コンペ）で小坂秀雄
が基本設計（日本的な外観）

◎主に鉄骨鉄筋コンクリート造
３棟の建築物で構成

◎平成13年から免震レトロフィッ
ト工事を実施
◎平成19年高層合同庁舎化計画
対象外

構造
●北庁舎、中央・南庁舎
1960年（昭和35年）北庁舎建築
1970年（昭和45年）中央・南庁

舎建設
●鉄骨鉄筋コンクリート造
地上８階 地下１階

●建面積：9,984m²
延面積：63,307m²

●使用官署：外務省（単独）
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賃料収入見込み（仮試算40階構想）
◎霞が関のオフィスビル平均相場値
（近傍地区賃貸料） 坪3万円/月（9千円/㎡）

◎予想年間賃貸料収入
[現状]
財務省 約61億円（総延床面積5.6万㎡×坪3万円）
外務省 約69億円（総延床面積6.3万㎡×坪３万円）
[40階]
財務省 約407億円（同上5.6万㎡/6×40階× 坪3万円）
外務省 約305億円（同上6.3万㎡/9×40階× 坪３万円）
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参考資料編

◎財務省ホームページ「財政を考える」他
◎翁 百合
「財政再建と経済成⾧をどう両立するか」

◎日本財政学会編『財政再建とマクロ経済』
◎持田信樹『日本の財政と社会保障』
◎Ｌ・ランダル・レイ
『MMT現代貨幣論入門』
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以下、財務省「財政を考える」から

◎政府の財政状況に関する認識と対応
◎国債の発行額が増え続けていくなか、償還
の可能性
◎財政負担の増加原因 など
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政府の財政状況に対する認識と対応
１．財政の状況

大変厳しい状況 財政規律を維持し、財政の健全化
２．財政規律維持及び健全化の方策

3本柱 ①「デフレ脱却・経済再生」
②「歳出改革」 ③「歳入改革」

３．目標
１）2025年度の国・地方を合わせたPBの黒字化
同時に

２）債務残高対GDP比の安定的な引下げ
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国債の発行額が増え続けていくなか、償還は
可能なのでしょうか
【政府見解・財務省】

◎我が国の財政は、国及び地方の債務残高が
GDPの2倍程度に膨らみ、なおも更なる累増
が見込まれるなど、大変厳しい状況にありま
す。
◎我が国の財政に対する信認を確保するため、
財政規律を維持し、財政健全化を進めていく
ことが極めて重要であると考えています。
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◎こうした点を踏まえ、政府は平成30年6月
15日に、「経済財政運営と改革の基本方針
2018～少子高齢化の克服による持続的な成
⾧経路の実現～」（骨太方針）を閣議決定
し、「新経済・財政再生計画」を定めたと
ころであり、引き続き、
「デフレ脱却・経済再生」、「歳出改革」、
「歳入改革」の三本柱により、2025年度の
国・地方を合わせたプライマリーバランス
の黒字化、同時に債務残高対GDP比の安定
的な引下げを目指すこととしております。
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財政負担の増加原因
◎歳出面
×公共事業費の拡大
◎社会保障関係費の増加（構造・少子高齢化）
◎恒常的経済対策

◎歳入面
×遺漏（十・五・三）
◎公債発行への過度な依存
◎税制等国民負担改革の遅れ

26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



NET DEBT Of GDP(IMF)
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日本の財政赤字（IMFデータ)
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